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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　真空容器内に不活性ガスおよび反応性ガスを導入し、スパッタリング法で透光性基板上
に積層構造の位相シフト膜を形成する工程を有するマスクブランクの製造方法であり、
　前記位相シフト膜を形成する工程は、
　真空容器内にはシリコンターゲットを２以上配置し、
　一つの前記シリコンターゲットのみを用い、メタルモードでスパッタリングして低透過
層を形成する工程と、
　前記低透過層を形成するときに用いた前記シリコンターゲットとは異なる一つの前記タ
ーゲットのみを用い、ポイズンモードでスパッタリングして高透過層を形成する工程と、
を有し、これらの工程によって低透過層および高透過層を順不同で積層した積層構造の位
相シフト膜を形成する工程を含むことを特徴とする、マスクブランクの製造方法。
【請求項２】
　前記反応性ガスは、低透過層形成時に導入する反応性ガスと、高透過層形成時に導入す
る反応性ガスと、が同一種のガスであることを特徴とする、請求項１に記載のマスクブラ
ンクの製造方法。
【請求項３】
　前記反応性ガスは、窒素ガスであることを特徴とする、請求項１または２に記載のマス
クブランクの製造方法。
【請求項４】
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　前記低透過層は、ＡｒＦエキシマレーザーの露光光に対する屈折率ｎが２．４未満であ
り、かつ、消衰係数ｋが１．０以上の層に形成し、
　前記高透過層は、ＡｒＦエキシマレーザーの露光光に対する屈折率ｎが２．４以上であ
り、かつ、消衰係数ｋが１．０未満である層に形成することを特徴とする、請求項１から
３のいずれかに記載のマスクブランクの製造方法。
【請求項５】
　前記低透過層および高透過層を順不同で積層した積層構造は、前記低透過層と前記高透
過層を交互に３層以上積層して形成することを特徴とする、請求項１から４のいずれかに
記載のマスクブランクの製造方法。
【請求項６】
　前記低透過層および高透過層を順不同で積層した積層構造の位相シフト膜の表面に酸化
層を形成することを特徴とする、請求項１から５のいずれかに記載のマスクブランクの製
造方法。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれかのマスクブランクの製造方法で製造されたマスクブランクの
前記位相シフト膜に転写パターンを形成することを特徴とする、位相シフトマスクの製造
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マスクブランクの製造方法および位相シフトマスク製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、半導体デバイスの製造工程では、フォトリソグラフィー法を用いて微細パター
ンの形成が行われている。また、この微細パターンの形成には通常何枚もの転写用マスク
と呼ばれている基板が使用される。半導体デバイスのパターンを微細化するに当たっては
、転写用マスクに形成されるマスクパターンの微細化に加え、フォトリソグラフィーで使
用される露光光源の波長の短波長化が必要となる。半導体装置製造の際の露光光源として
は、近年ではＫｒＦエキシマレーザー（波長２４８ｎｍ）から、ＡｒＦエキシマレーザー
（波長１９３ｎｍ）へと短波長化が進んでいる。
【０００３】
　転写用マスクの種類としては、従来の透光性基板上にクロム系材料からなる遮光膜パタ
ーンを備えたバイナリマスクの他に、ハーフトーン型位相シフトマスクが知られている。
ハーフトーン型位相シフトマスクのパターン形成領域は、露光波長の光に対して半透過性
を有する位相シフト部と、基板が露出している基板露出部で構成されている。ハーフトー
ン型位相シフトマスクは、光半透過性の位相シフト膜が形成されたマスクブランクを用い
、その位相シフト膜をパターン化して得られるものである。位相シフト膜は、露光波長に
対する透過率が被転写基板上のレジストに対して感光しない程度の遮光機能と、光の位相
をシフトさせる位相シフト機能の二つの機能を兼ね備えることが求められる。この機能は
、光半透過膜の屈折率（ｎ）や消衰係数（ｋ）に依存する。ハーフトーン型位相シフトマ
スクの位相シフト膜には、例えば特許文献１に記載の、遷移金属とシリコンと酸素および
窒素とを含有する材料が広く用いられる。この特許文献１に開示されているように、前述
の材料からなる位相シフトマスク膜にパターン形成して得られた位相シフト部は、ＡｒＦ
エキシマレーザーの露光光を長時間照射すると、パターンの線幅が増大してしまう現象が
発生することが技術的課題となっている。
【０００４】
　一方、特許文献２では、ＳｉＮｘからなる位相シフト膜を備える位相シフトマスクが開
示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－５８５９３号公報
【特許文献２】特開平８－２２０７３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１における遷移金属シリコン系材料膜は、膜中の酸素含有量を３原子％以上で
、シリコンの含有量と遷移金属の含有量について所定の関係式を満たす範囲内とし、さら
にこの遷移金属シリコン系材料膜の表層に表面酸化層を設けた構成とすることで、ＡｒＦ
エキシマレーザーに対する耐光性を向上させることができるとされている。特許文献１の
構成は、従来の遷移金属シリコン系材料膜よりもＡｒＦエキシマレーザーに対する耐光性
の向上が望める。ＡｒＦエキシマレーザーの照射に伴う遷移金属シリコン系材料膜からな
るパターンにおける線幅の増大は、膜中の遷移金属がＡｒＦエキシマレーザーの照射によ
る光励起で不安定化することが原因であるという仮説が有力である。このため、特許文献
１の遷移金属シリコン系材料膜であっても、遷移金属を含有している以上、ＡｒＦエキシ
マレーザーに対する耐光性の問題を十分に解決することは難しいという問題がある。
【０００７】
　一方、特許文献２に記載されているような遷移金属を含有していないＳｉＮｘからなる
膜は、短波長の露光光を繰り返し照射してもパターンの寸法変化が実質的に生じない。し
かし、シリコンターゲットを用いて反応性スパッタリングを行っても、スパッタリング条
件で屈折率（ｎ）と消衰係数（ｋ）を調整することが難しく、位相シフト機能と遮光機能
の両立が容易ではない。
【０００８】
　反応性スパッタリングにより薄膜を形成する場合、反応性ガスの流量に応じて二つの安
定なスパッタリングモードが現れる。この二つのモードは、ターゲット表面がターゲット
材の状態でスパッタされるメタルモードと、ターゲット表面が反応性ガスと反応した状態
でスパッタされるポイズンモードである。ポイズンモードは、メタルモードと比較してタ
ーゲットにかかるカソード印加電圧が高く、成膜速度も遅い。このため、スパッタリング
ガス中の反応性ガス流量を増減させると、ある流量を境にカソード印加電圧と成膜速度が
急激に変化し、メタルモードとポイズンモードとの間に不安定な遷移が起きる。さらに、
遷移が起きる反応性ガスの流量値は、流量の増加時（図８のＩ）と減少時（図８のＤ）と
で異なり、反応性ガス濃度と成膜速度の関係をグラフ化するとヒステリシス（流量の増加
時と減少時とで曲線が一致しない現象）が生じる（図８）。ヒステリシスの範囲に相当す
る反応性ガス流量で成膜すると、ターゲットに印加される電圧や成膜速度が不安定になり
、物性の安定した膜が形成されない。
【０００９】
　特許文献２のように、シリコンをターゲット材としたシリコンターゲットを使用し、反
応性スパッタリングでシリコン化合物の膜を基板上に成膜する場合、シリコンターゲット
がメタルモードのときは膜中の組成に含まれるシリコンの割合が高い膜が、ポイズンモー
ドのときは化学量論に近いシリコン化合物が、成膜される。
　例えば、ＡｒＦエキシマレーザー（波長λ＝１９３ｎｍ）向けのハーフトーン型位相シ
フトマスクの位相シフト膜の形成にあたり、マスクブランク基板上にシリコン窒化物を成
膜させる場合、反応性ガスの窒素ガス流量が低いメタルモードの場合は消衰係数（ｋ）の
大きい膜が形成される。このため、メタルモードで成膜された位相シフト膜は、透過率が
低すぎてしまい位相差に基づく干渉効果等が実質的に得られない。
　一方で、反応性ガスの窒素ガス流量が高いポイズンモード成膜すると、マスクブランク
上には消衰係数（ｋ）の低い膜が形成される。このため、ポイズンモードで成膜された位
相シフト膜は、透過率が高すぎてしまい必要な遮光性が得られない。
　位相シフトマスクの機能を得るには、位相シフト膜は、ポイズンモードで成膜される膜
とメタルモードで成膜される膜の中間の消衰係数（ｋ）であることが要求される。しかし
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、その中間の消衰係数（ｋ）の膜を得るには不安定な遷移状態のガス流量で成膜しなけれ
ばならないという問題（以下、問題Ａという）を有している。
【００１０】
　そこで、本発明は、従来の課題を解決するためになされたものであり、上記問題および
上記問題と関連して生じる後述の問題を解決できるマスクブランクの製造方法等を提供す
ることを目的としている。
　また、本発明は、特に、透光性基板上に位相シフト膜を備えたマスクブランクにおいて
、位相シフト膜として遷移金属を含有しないシリコン系材料を適用した場合でも、その位
相シフト膜の面内や膜厚方向における組成や光学特性の均一性が高く、複数の基板間にお
ける位相シフト膜の組成や光学特性の均一性も高く、さらに低欠陥であるマスクブランク
を製造する方法を提供することを目的としている。また、この製造方法によって得られた
マスクブランクを用いて製造される位相シフトマスクの製造方法を提供することを目的と
している。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記の課題を達成するため、本発明は以下の構成を有する。
【００１２】
（構成１）
　本発明は、真空容器内に不活性ガスおよび反応性ガスを導入し、スパッタリング法で透
光性基板上に積層構造の位相シフト膜を形成する工程を有するマスクブランクの製造方法
である。
　本製造方法において、前記位相シフト膜を形成する工程は、真空容器内には少なくとも
シリコンを含むターゲットを２以上配置し、前記ターゲットの一つをメタルモードでスパ
ッタリングして低透過層を形成する工程と、前記ターゲットの他の一つをポイズンモード
でスパッタリングして高透過層を形成する工程と、を有し、これらの工程によって低透過
層および高透過層を順不同で積層した積層構造の位相シフト膜を形成する工程を含むこと
、を特徴としている。
【００１３】
　本構成において「ターゲット」はシリコンを含んでいればよく、他の成分の有無に限定
されない。ハーフトーン型位相シフトマスクの位相シフト膜の成膜に用いられるターゲッ
トの材料でシリコンを含むものを適宜選択して使用することができる。ハーフトーン型位
相シフトマスクの位相シフト膜に用いられる材料として、例えば、シリコン、および、シ
リコンを含む混合ターゲットが挙げられる。ここでいう「シリコンを含む混合ターゲット
」として、シリコンと遷移金属（例えば、シリコンとモリブデン）からなる混合ターゲッ
トが挙げられる。シリコンと遷移金属からなる混合ターゲットにおける遷移金属としては
、モリブデン、タンタル、タングステン、チタン、ハフニウム、ニッケル、バナジウム、
ジルコニウム、ニオブ、パラジウム、ルテニウム、ロジウム、クロム等が挙げられる。本
構成に好ましく適用されるターゲットの材料は、シリコンおよびシリコンを含む混合ター
ゲットであり、より好ましく適用されるターゲット材料は、シリコンである。
　なお、「シリコンターゲット」とは、実質的にケイ素（シリコン）から構成されるもの
であり、表面が自然酸化したターゲット、ターゲットを製造する際に混入した不純物元素
を含むターゲット、および、安定化やスパッタリング効率の向上を目的に添加された元素
等の成分を含むターゲットは、ここでいう「シリコンターゲット」の概念に含まれるもの
である。スパッタリング効率の向上を目的として添加される元素として、例えば、ホウ素
、ゲルマニウム、アンチモンおよびテルルが挙げられる。これらの元素が添加されたシリ
コンターゲットは、スパッタリング中のターゲット表面の導電性が高く維持されるので、
ＤＣスパッタリング法で成膜する場合に好ましく使用されるシリコンターゲットである。
　また、「２つのターゲット」は、いずれもシリコンを含有していればよく、シリコンの
含有量やシリコン以外の含有物等の他の要素が異なるものであってもよい。例えば、金属
とシリコンの混合ターゲットをメタルモードで使用するターゲットとし、シリコンターゲ
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ットはポイズンモードで使用するターゲットとして、チャンバー内に配置する形式でもよ
い。また、２つのターゲットのいずれについてもシリコンターゲットを使用する場合に、
ポイズンモードで使用するシリコンターゲットにのみ導電性を付与する物質が添加された
ものを使用してもよい。
【００１４】
　これらのターゲット材料をスパッタリングして形成される膜は、メタルモードで成膜さ
れた膜とポイズンモードで成膜された膜で、消衰係数や屈折率といった光学特性が相違す
る。例えば、同一材料からなるターゲットを複数用意し、ポイズンモード用のターゲット
とメタルモード用のターゲットとで使い分け、それぞれのモードで成膜した膜を順不同で
積層することにより、所望の光学特性を有する積層構造の薄膜を成膜することができる。
【００１５】
　本構成において、「反応性ガス」とは、ターゲット材料と反応し、反応生成物からなる
膜を成膜する反応性スパッタリングに一般的に用いられる反応性ガスであればよく、特定
のガス種に限定されない。反応性ガスの具体的な例として、窒素、酸素、窒素酸化物、メ
タン、および、二酸化炭素などが挙げられる。
【００１６】
　本構成において、「不活性ガス」として使用可能なガスは、ヘリウム、アルゴン、クリ
プトンおよびキセノンなどの希ガス類が挙げられる。この不活性ガスがプラズマ化し、タ
ーゲットに衝突することでターゲットから構成元素が飛び出し反応性ガスと反応する。透
光性基板上には、反応性ガスとターゲットの構成元素との反応生成物が薄膜として成膜さ
れる。
【００１７】
　本構成において、「透光性基板」とは、合成石英ガラスのほか、石英ガラス、アルミノ
シリケートガラス、ソーダライムガラス、低熱膨張ガラス（ＳｉＯ２－ＴｉＯ２ガラス等
）などが挙げられる。合成石英ガラスは、ＡｒＦエキシマレーザー（波長１９３ｎｍ）に
対する透過率が高く、マスクブランクの透光性基板を形成する材料として特に好ましい。
【００１８】
　本構成において、「スパッタリング」方法には、ＤＣスパッタリング、ＲＦスパッタリ
ングおよびイオンビームスパッタリングのいずれの方法も適用可能である。導電性が低い
シリコンターゲットやシリコンを含む混合ターゲットを用いる場合は、ＲＦスパッタリン
グやイオンビームスパッタリングを適用することが好ましい。成膜レートを考慮すると、
ＲＦスパッタリングを適用することが最も好ましい。
【００１９】
　本構成における位相シフト膜の低透過層と高透過層の透光性基板側からの積層順は、透
光性基板とそれに接触する層との相関特性から、より好ましい層を透光性基板側の層とし
て形成すればよく、いずれの層が先に形成されてもよい。
　例えば、高透過層よりも低透過層の方が基板とのエッチング選択性が得られるときには
、低透過膜を基板と接する層として低透過膜を選択すればよい。また、低透過層よりも高
透過層の方が基板との密着性にすぐれる場合には、高透過層を基板と接する層として選択
することもできる。
【００２０】
　本構成は、少なくともシリコンを含んでいるターゲットを２以上並べ、メタルモードで
成膜するものとポイズンモードで成膜するものでターゲットを使い分けていることが特徴
の一つである。
　メタルモードでの成膜とポイズンモードでの成膜を同じターゲットで使用する場合には
、ターゲット表面の物性（モード）を変える前にターゲットのコンディショニングを念入
りに行う必要がある。しかし、ターゲットのコンディショニングは、真空容器内に異物が
発生する要因となる作業である。異物は、膜の欠陥の原因の一つである。これら異物の具
体例は、モードが変わる時にターゲット表面上に析出する異物と、コンディショニング時
に使用するシャッター等の機械的動作により発生する異物である。これらの異物を考慮す
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ると、ターゲットのコンディショニングを行う回数は、低欠陥なマスクブランクを製造す
るためにはなるべく少ないことが好ましい。本構成によれば、メタルモードで成膜するタ
ーゲットとポイズンモードで成膜するターゲットを使い分けているので、ターゲットのモ
ード変更に伴う頻繁なコンディショニングを要さない。本構成によれば、位相シフト膜形
成時に前述の例のような異物の発生を効果的に抑制することができる。したがって、異物
による欠陥数の少ない、低欠陥のマスクブランクを製造することができる。
　また、本構成の製造方法は、低透過膜をメタルモードで成膜しており、高透過層をポイ
ズンモードで成膜していることも特徴の一つである。
　ターゲットがポイズンモードの時とメタルモードの時は、いずれも反応性スパッタリン
グを安定して行えるので、位相シフト膜の面内や膜厚方向における組成や光学特性の均一
性が高くでき、複数の基板間における位相シフト膜の組成や光学特性の均一性も高くでき
る。さらに、ポイズンモードで成膜される層とメタルモードで成膜される層を組み合わせ
やそれぞれの層の厚みを調整することにより、位相シフト膜の光学設計の自由度が広がる
という効果も有している。
　以上のように、本構成のマスクブランクの製造方法によれば、位相シフト膜の面内や膜
厚方向における組成や光学特性の均一性が高くでき、複数の基板間における位相シフト膜
の組成や光学特性の均一性も高くでき、さらに低欠陥のマスクブランクを製造することが
できる。
【００２１】
　（構成２）
　本発明のマスクブランクの製造方法において、前記反応性ガスは、低透過層形成時に導
入する反応性ガスと、高透過層形成時に導入する反応性ガスと、が同一種のガスであるこ
とが好ましい。即ち、前記反応性ガスは、低透過層を形成するときと高透過層を形成する
ときとで同一種類のガスであることが好ましい。
　反応性ガスの種類がポイズンモードで成膜する場合とメタルモードで成膜する場合で同
一であると、ポイズンモードで得られる高透過層の構成元素とメタルモードで得られる低
透過層の構成元素が同一になる。したがって、高透過層と低透過層の界面に生じる交換反
応等の副反応が複雑化しない。このため、積層構造の膜であっても、膜の総合的な組成が
均一に保たれ、位相シフト機能の不測な変化が生じにくくなる。
　なお、本構成において、メタルモードで低透過層を形成するときに導入する反応性ガス
と、ポイズンモードで高透過層を形成するときに導入する反応性ガスとが同一種類のガス
であればよく、導入する反応性ガスの流量や分圧、真空容器内の圧力が同一であることに
よるものではない。
【００２２】
　（構成３）
　本発明のマスクブランクの製造方法において、前記ターゲットの材料は、シリコンであ
ることが好ましい。即ち、前記ターゲットはシリコンターゲットであることが好ましい。
　本構成によれば、得られた積層構造の位相シフト膜は、シリコンと反応性ガスとの反応
生成物で構成され、遷移金属等を含まない。
　かかる構成で成膜された位相シフト膜から得られる位相シフト部は、短波長の露光光、
具体的には、波長１９３ｎｍのＡｒＦエキシマレーザーの露光光を長時間照射しても、パ
ターン寸法の変化が生じにくい。
【００２３】
　（構成４）
　本発明のマスクブランクの製造方法において、前記反応性ガスは窒素ガスであることが
好ましい。
　なお、ここでいう「窒素ガス」とは、実質的に窒化物である層を反応性スパッタリング
により形成できるガスをいう。具体的には、反応性ガスに含まれる窒素（Ｎ２）が９０体
積％以上、好ましくは９９体積％以上であるガスが、ここでいう「窒素ガス」である。
　ＡｒＦエキシマレーザーの露光光に対して光半透過性を有する位相シフト膜を形成する
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場合、酸化物、窒化物、酸窒化物などが選択される。シリコン系の位相シフト膜の場合も
酸化物、窒化物、酸窒化物などが選択されるが、酸化物または酸窒化物を選択すると屈折
率（ｎ）が低くなる傾向がある。このため、シリコン系の位相シフト膜の組成に酸素が含
まれる場合は、位相シフト膜を厚く形成する必要が生じる。また、合成石英ガラス上に酸
素が含まれるシリコン系位相シフト膜を成膜した場合、マスクパターンを形成するときに
行われるドライエッチングにおいて、基板との間でエッチング選択性が得られにくくなる
という問題もある。
　本構成によれば、光学特性に優れ、かつ、石英ガラスからなる透光性基板とのエッチン
グ選択性にも優れた位相シフト膜を備えたマスクブランクを製造することができる。
【００２４】
　（構成５）
　本発明のマスクブランクの製造方法において、前記低透過層はＡｒＦエキシマレーザー
の露光光に対する屈折率（ｎ）が２．４未満であり、かつ消衰係数（ｋ）が１．０以上の
層に成膜し、高透過層はＡｒＦエキシマレーザーの露光光に対する屈折率（ｎ）が２．４
以上あり、かつ、消衰係数（ｋ）が１．０未満である層に形成（成膜）することが好まし
い。
　低透過層および高透過層がかかる範囲に調整された層を積層することにより、所望の光
学特性を有する位相シフト膜を成膜することができる。
　低透過層の好ましい屈折率（ｎ）は、２．３以下、より好ましくは２．２以下、さらに
好ましくは２．０以下である。低透過層の好ましい消衰係数（ｋ）は、１．１以上、より
好ましくは１．４以上、さらに好ましくは１．６以上である。
　また、高透過層の好ましい屈折率（ｎ）は、２．５以上である。高透過層の好ましい消
衰係数（ｋ）は０．９以下、より好ましくは０．７以下、さらに好ましくは０．４以下で
ある。
　なお、薄膜の屈折率（ｎ）と消衰係数（ｋ）は、その薄膜の組成だけで決まるものでは
なく、その薄膜の膜密度や結晶状態によっても変動する。このため、反応性スパッタリン
グで薄膜を成膜するときの諸条件を調整して、その薄膜が所望の屈折率（ｎ）および消衰
係数（ｋ）となるように成膜することが好ましい。
【００２５】
　（構成６）
　本発明のマスクブランクの製造方法において、前記低透過層および高透過層を順不同で
積層した積層構造は、前記低透過層と前記高透過層を交互に３層以上積層した構造である
ことが好ましい。
　低透過層と高透過層は、それぞれの層を構成する元素が同一であっても、その組成比が
異なる。同じ元素で構成された膜であっても組成比が相違すると、ドライエッチング時の
エッチングレートが異なる。例えば、フッ素系ガスなどによる等方性ドライエッチングで
マスクパターンを形成する場合、エッチングレートの異なる層が積層しているとパターン
の壁面に段差が生じる。この現象を抑制するには、積層する層の層厚を薄くすることが有
効である。
　本構成によれば、位相シフト膜を構成する層の膜厚を薄く（例えば２０ｎｍ以下に）す
ることができるので、それぞれの層のエッチング速度の相違による前述の段差を小さくす
ることができる。
【００２６】
　（構成７）
　本発明のマスクブランクの製造方法は、前記低透過層および前記高透過層を順不同で積
層した積層構造の位相シフト膜の表面に酸化層を形成することが好ましい。
　ここでいう「酸化層を形成する」とは、例えばスパッタリングで低透過層および高透過
層を順不同で積層した積層構造の位相シフト膜を成膜した後に酸化処理を行って酸化層を
形成する構成や、低透過層および高透過層を順不同で積層した積層構造の位相シフト膜の
表面に、例えば、シリコン酸化物の薄膜を別途形成する構成をいう。表面に酸化処理を行
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う例としては、大気中または酸素雰囲気中で加熱する方法や、オゾンや酸素プラズマを表
面に接触させる方法などが挙げられる。前記積層構造の位相シフト膜の表面に別途酸化層
を形成する方法としては、二酸化シリコンをターゲットに使用したスパッタリング成膜な
どが挙げられる。
　表面が酸化されていない薄膜が露出した基板は、洗浄を行うことや大気中での保管を行
うことにより、表層が酸化されやすい。位相シフト膜の場合、薄膜の成膜時の光学特性が
表面の酸化で大きく変わってしまうこともある。特に、位相シフト膜の最上層に低透過層
を設けた構成の場合には、低透過層が酸化することによる透過率の上昇幅が大きくなるこ
とが考えられる。位相シフト膜を、低透過層と高透過層の積層構造（順不同）の上に、位
相シフト膜の光学特性に影響を与えない酸化物層を表面に形成することで、低透過層およ
び高透過層の表面酸化を抑制することができる
【００２７】
（構成８）
　本発明は、さらに、位相シフトマスクの製造方法も提供する。
　本発明の位相シフトマスクの製造方法は、前記構成１から構成７のいずれかのマスクブ
ランクの製造方法で製造されたマスクブランクの前記位相シフト膜に転写パターンを形成
することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明のフォトマスクブランクの製造方法によれば、位相シフト膜の面内や膜厚方向に
おける組成や光学特性の均一性が高くでき、複数の基板間における位相シフト膜の組成や
光学特性の均一性も高くでき、さらに低欠陥のマスクブランクを製造することができる。
また本発明のマスクブランクの製造方法によって製造されたマスクブランクを用いて位相
シフトマスクを製造することにより、転写性に優れた位相シフトマスクを得ることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の実施形態におけるマスクブランクの構成を示す模式的断面図である。
【図２】本発明の実施形態におけるマスクブランクの製造方法を示すフローチャートであ
る。
【図３】本発明の製造方法に用いられるＲＦスパッタリング装置の一例を示す模式図であ
る。
【図４】本発明の位相シフトマスクの製造方法を示すフローチャートである。
【図５】本発明の実施形態における転写用マスクの製造工程を示す模式的部分断面図であ
る。
【図６】本発明の別の実施形態におけるマスクブランクの構成を示す模式的断面図である
。
【図７】本発明の別の実施形態におけるマスクブランクの構成を示す模式的断面図である
。
【図８】反応性スパッタリングで薄膜を形成する場合における成膜モードを説明するため
の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明の実施例に記載するマスクブランクの製造方法および位相シフトマスクの
製造方法において、好ましい形態を列記する。
【００３１】
　（形態１）　マスクブランクは、ＡｒＦエキシマレーザーの露光光に対して所定量の位
相シフトを生じさせる機能を有する位相シフト膜が備えられたものである。
　また、透光性基板は、合成石英ガラス基板である。
【００３２】
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　（形態２）　位相シフト膜の透光性基板に接する層は、メタルモードでスパッタリング
された窒化シリコン層（低透過層）である。
　合成石英ガラス基板は、窒化シリコン層と同一のエッチングガスでドライエッチングさ
れるが、メタルモードで成膜された窒素含有量の少ない窒化シリコン層は、合成石英ガラ
スとエッチング特性が異なるため、エッチング選択性に優れる。また、ドライエッチング
でケイ素系材料膜(ケイ素含有膜)にパターンを形成するとき、ドライエッチングで使用す
るエッチングガスは、フッ素系ガスが一般的であるが、窒素含有量が少ないケイ素系材料
膜に対しては、エッチングガスとして塩素ガスも適用できる。低透過層のドライエッチン
グに塩素ガスを用いることで、低透過層と透光性基板との間のエッチング選択性を高める
ことができる。
【００３３】
　（形態３）　位相シフト膜の透光性基板に接する層は、ポイズンモードでスパッタリン
グされた窒化シリコンからなる高透過層である。
　合成石英ガラス基板上に反応性スパッタリングで窒化膜や酸化膜を形成する場合、窒化
度や酸化度が高い膜は、密着性に優れるという特徴を有している。窒化度の高いポイズン
モードで成膜された窒化シリコン層（高透過層）を基板に接する層にすることで、位相シ
フト膜と透光性基板の密着性が向上する。
【００３４】
（形態４）
　低透過層および高透過層は、それぞれのターゲットで窒化度の相違する窒化シリコン膜
を形成する。
　窒化シリコン層（高透過層）の窒化度は、窒化シリコン層（低透過層）の窒化度よりも
相対的に大きい。
　窒化シリコン層（高透過層）の窒化度は、窒素の含有量が５０ａｔ％より大きく残りが
シリコンである場合が含まれる。
　窒化シリコン層（低透過層）の窒化度は、窒素の含有量が５０ａｔ％より小さく残りが
シリコンである場合が含まれる。
　低透過層および高透過層は、窒素に加え、いずれの非金属元素を含有してもよい。この
非金属元素の中でも、炭素、フッ素および水素から選ばれる一以上の元素を含有させるこ
とが好ましい。
　なお、低透過層中および高透過層中の酸素の含有量は、１０原子％以下であることが好
ましく、５原子％以下であることがより好ましく、積極的に酸素を含有させることをしな
い（ラザフォード後方散乱分光法（ＲＢＳ）、Ｘ線光電子分光法（ＸＰＳ）等の組成分析
の結果が検出下限値以下）ことがさらに好ましい。ケイ素系材料膜に酸素を含有させると
、消衰係数ｋが大きく低下する傾向があり、位相シフト膜全体の厚さが厚くなってしまう
。透光性基板は合成石英ガラス等のＳｉＯ２を主成分とする材料で形成されていることが
一般的である。低透過層および高透過層のいずれかが透光性基板の表面に接して形成され
る場合、ケイ素系材料膜が酸素を含むと、酸素を含むケイ素系材料膜の組成とガラスの組
成との差が小さくなる。そのため、位相シフト膜にパターンを形成するときに行われるド
ライエッチングにおいて、ケイ素系材料膜と透光性基板との間でエッチング選択性が得ら
れにくくなるという問題が生じることがある。
低透過層および高透過層は、希ガスを含有してもよい。希ガスは、反応性スパッタリング
で薄膜を成膜する際に成膜室内に存在することによって成膜速度を大きくし、生産性を向
上させることができる元素である。この希ガスがプラズマ化し、ターゲットに衝突するこ
とでターゲットからターゲット構成元素が飛び出す。飛び出したターゲット構成元素は、
途中、反応性ガスを取りこみつつ、透光性基板上に積層されて薄膜が形成される。このタ
ーゲット構成元素がターゲットから飛び出し、透光性基板に付着するまでの間に成膜室中
の希ガスがわずかに取り込まれる。この反応性スパッタリングで必要とされる希ガスとし
て好ましいものとしては、アルゴン、クリプトンおよびキセノンが挙げられる。また、薄
膜の応力を緩和するために、原子量の小さいヘリウムまたはネオンを薄膜に積極的に取り
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こませることができる。
【００３５】
　（形態５）
　位相シフト膜における低透過層および高透過層は、他の膜を介さずに直接互いに隣接し
て積層する構造である。また、本発明のマスクブランクは、低透過層および高透過層のい
ずれにも金属元素を含有する材料からなる膜が接しない膜構造であることが好ましい。
　ケイ素を含有する膜に金属元素を含有する膜が接した状態で加熱処理またはＡｒＦ露光
光の照射が行われると、金属元素がケイ素を含有する膜中に拡散しやすい傾向があるため
である。
【００３６】
　（形態６）
　位相シフト膜を形成するときに用いるスパッタリング装置は、ＲＦスパッタリング装置
である。
　ＤＣスパッタリングは、ターゲットの種類にもよるが、反応性スパッタリングをポイズ
ンモードで行うと、ターゲット表面部の導電性が悪くなり、電圧がかかりにくくなる。こ
のため、放電が不安定になり、高透過層が安定して形成されないことがある。また、イオ
ンビームスパッタリングは、成膜レートが遅いという問題を有している。ＲＦスパッタリ
ングによると、ポイズンモードで成膜する場合にターゲット表面の導電性の低下が深刻で
あるシリコンターゲットの場合であっても、比較的早い成膜レートで安定して成膜するこ
とができる。
【００３７】
　（形態７）　メタルモードおよびポイズンモードで成膜する際のスパッタリングガスの
条件は、使用した枚葉式ＲＦスパッタリング装置で、スパッタリングガスにおける不活性
ガスと反応性ガスの流量比と、成膜速度との関係を事前に検証し、両モードの領域で安定
的に成膜できる流量比等の成膜条件を選定している。
【００３８】
　（形態８）　位相シフトマスクブランクの位相シフト膜が、ＡｒＦエキシマレーザーの
露光光に対する透過率が１％以上３０％以下の範囲になるように調整されている。また、
位相シフト膜は、透過するＡｒＦエキシマレーザーの露光光に対し、この位相シフト膜の
厚さと同じ距離だけ空気中を通過した光との間で生じる位相差が、１７０～１９０度の範
囲になるように調整されている。
　かかる範囲で位相シフト膜の透過率および位相差が調整されたマスクブランクを製造す
ることにより、転写精度に優れた位相シフトマスクを製造することができる。
【００３９】
　（形態９）　位相シフト膜は、低透過層と高透過層の積層構造を２組以上有している。
そして、それぞれの層の厚さが３０ｎｍ以下である。
　低透過層と高透過層は、前記したように、層を構成する元素の組成比が相違し、ドライ
エッチングでのエッチングレート差が大きくなっている。このため、フッ素系ガス等で等
方性ドライエッチングを行ってマスクパターンを形成すると、パターン側壁に段差が形成
される。
　低透過層と高透過層の各層の厚さを３０ｎｍ以下、好ましくは２０ｎｍ以下、特に好ま
しくは１５ｎｍ以下に制限することで、エッチング後における位相シフト膜のパターンの
側壁で生じる段差をより抑制することができる。
【００４０】
　（形態１０）　マスクブランクの製造において、位相シフト膜上に遮光膜を形成してい
る。
　転写用マスクでは、転写パターンが形成される領域（転写パターン形成領域）の外周領
域は、露光装置を用いて半導体ウェハ上のレジスト膜に露光転写した際に外周領域を透過
した露光光による影響をレジスト膜が受けないように、所定値以上の光学濃度（ＯＤ）を
確保することが求められている。この点については、位相シフトマスクの場合も同じであ
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る。通常、位相シフトマスクを含む転写用マスクの外周領域では、ＯＤが３．０以上ある
と望ましいとされており、少なくとも２．８以上は必要とされている。前記のとおり、位
相シフト膜は所定の透過率で露光光を透過する機能を有しており、位相シフト膜だけでは
所定値の光学濃度を確保することは困難である。このため、マスクブランクを製造する段
階で位相シフト膜の上に、不足する光学濃度を確保するために遮光膜を積層しておくこと
が望まれる。このようなマスクブランクの構成とすることで、位相シフト膜を製造する途
上で、位相シフト効果を使用する領域（基本的に転写パターン形成領域）の遮光膜を除去
すれば、外周領域に所定値の光学濃度が確保された位相シフトマスクを製造することがで
きる。なお、遮光膜は、単層構造および２層以上の積層構造のいずれも適用可能である。
【００４１】
　（形態１１）　遮光膜には、位相シフト膜にパターンを形成するときに用いられるエッ
チングガスに対して選択性を有するクロムを含有する材料で形成している。
　この遮光膜を形成するクロムを含有する材料としては、金属クロムのほか、クロムに酸
素、窒素、炭素、ホウ素およびフッ素から選ばれる一以上の元素を含有する材料が挙げら
れる。一般に、クロム系材料は、塩素系ガスと酸素ガスの混合ガスでエッチングされるが
、金属クロムはこのエッチングガスに対するエッチングレートがあまり高くない。塩素系
ガスと酸素ガスの混合ガスのエッチングガスに対するエッチングレートを高める点を考慮
すると、遮光膜を形成する材料としては、クロムに酸素、窒素、炭素、ホウ素およびフッ
素から選ばれる一以上の元素を含有する材料が好ましい。また、遮光膜を形成するクロム
を含有する材料にスズやモリブデンを含有させてもよい。
【００４２】
（形態１２）　マスクブランクの製造において、遮光膜上にエッチングマスクを形成して
いる。
　ここでいう「エッチングマスク」とは、遮光膜をエッチングするときに用いられるエッ
チングガスに対して、エッチング選択性を有する材料で形成された薄膜のことである。
　遮光膜は、所定の光学濃度を確保する機能が必須であるため、その厚さを低減するには
限界がある。エッチングマスク膜は、その直下の遮光膜にパターンを形成するドライエッ
チングが終わるまでの間、エッチングマスクとして機能することができるだけの膜の厚さ
があれば十分であり、基本的に光学特性の制限を受けない。このため、エッチングマスク
膜の厚さは遮光膜の厚さに比べて大幅に薄くすることができる。そして、後述する有機系
材料のレジスト膜は、このエッチングマスク膜にパターンを形成するドライエッチングが
終わるまでの間、エッチングマスクとして機能するだけの膜の厚さがあれば十分であるの
で、従来よりも大幅に厚さを薄くすることができる。
　遮光膜がクロムを含有する材料で形成されている場合におけるエッチングマスク膜の材
料として、は、シリコン系材料があげられる。シリコン系材料についての説明は後述する
。なお、遮光膜がクロムを含有する材料で形成されている場合には、タンタルを含有する
材料も適用可能である。この場合におけるタンタルを含有する材料としては、金属タンタ
ルのほか、タンタルに窒素、酸素、ホウ素、シリコン、および、炭素から選らばれる一以
上の元素を含有させた材料などが挙げられる。例えば、Ｔａ、ＴａＮ、ＴａＯＮ、ＴａＢ
Ｎ、ＴａＢＯＮ、ＴａＣＮ、ＴａＣＯＮ、ＴａＢＣＮ、ＴａＢＯＣＮ、ＴａＳｉ、ＴａＳ
ｉＮ、ＴａＳｉＯＮなどが挙げられる。
　また、エッチングマスク膜は、遮光膜がシリコンを含有する材料で形成されている場合
には、クロムを含有する材料で形成されることが好ましい。
【００４３】
　（形態１３）エッチングマスク膜は、シリコン系材料である。
　遮光膜がクロムを含有する材料で形成されている場合は、エッチングマスク膜は、シリ
コンを含有する材料で形成されることが好ましい。なお、この場合のエッチングマスク膜
は、有機系材料のレジスト膜との密着性が低い傾向があるため、エッチングマスク膜の表
面をＨＭＤＳ（Hexamethyldisilazane）処理を施し、表面の密着性を向上させることが好
ましい。本願の実施例では、エッチングマスクをシリコン酸化物で成膜している。他のシ
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リコン系材料で好ましい材料は、シリコン酸窒化物、シリコン窒化物等で形成されると好
ましい。
【００４４】
　（形態１４）　前記エッチングマスクの表面に有機系材料のレジスト膜を形成している
。レジスト膜の膜厚は、１００ｎｍ以下である。
　ＤＲＡＭ　ｈｐ３２ｎｍ世代に対応する微細パターンの場合、エッチングマスク膜に形
成すべき転写パターン（位相シフトパターン）に、線幅が４０ｎｍのＳＲＡＦ（Sub-Reso
lution Assist Feature）が設けられることがある。しかし、この場合でも、レジストパ
ターンの断面アスペクト比が１：２．５と低くすることができるので、レジスト膜の現像
時、リンス時等にレジストパターンが倒壊や脱離することを抑制される。なお、レジスト
膜は、膜厚が８０ｎｍ以下であるとより好ましい。
【実施例】
【００４５】
　以下、図面を参照して、本発明の実施例について説明する。
＜実施例１＞
　［マスクブランクの製造］
　本実施例について、図１、図２および図３を参照して説明する。
　図１は、本実施例のマスクブランクを示す断面図である。図２は、本実施例のフォトマ
スクブランクの製造工程を示すフローチャートである。図３は、位相シフト膜の成膜に用
いたＲＦスパッタリング装置の構成を示す概略図である。
【００４６】
　図２のフローチャートに示すように、本実施例のマスクブランク１００の製造方法は、
透光性基板の準備（Ｓ１）、位相シフト膜の形成（Ｓ２）、遮光膜の形成（Ｓ３）、およ
び、エッチングマスクの形成（Ｓ４）を主な手順としている。
　位相シフト膜の形成（Ｓ２）のステップは、低透過層の形成（Ｓ２１）、高透過層の形
成（Ｓ２２）および酸化層の形成（Ｓ２３）のステップが含まれている。各ステップにつ
いて以下に詳述する。
【００４７】
（透光性基板１の準備：ステップＳ１）
　まず、マスクブランクに用いる透光性基板１の準備を行った。透光性基板１としては、
表面の寸法が約１５２ｍｍ×約１５２ｍｍで、厚さが約６．３５ｍｍの合成石英ガラス基
板を準備した。この透光性基板１は、端面および主表面が所定の表面粗さに研磨され、そ
の後、所定の洗浄処理および乾燥処理を施されたものである。
【００４８】
（位相シフト膜の成膜：ステップＳ２）
　次いで位相シフト膜２の成膜を行った（Ｓ２）。位相シフト膜２は、図３の概略図に示
す枚葉式ＲＦスパッタリング装置３０を用いて成膜した。まず、枚葉式ＲＦスパッタリン
グ装置３０について、図３を参照して説明する。
【００４９】
　枚葉式ＲＦスパッタリング装置３０は、スパッタリングを行う真空容器３２を備えてい
る。真空容器３２は、メインバルブ３４を介して真空容器３２内を排気する真空ポンプ３
６に接続している。
　スパッタリング装置３０は、真空容器３２へ不活性ガスを導入することのできる不活性
ガス導入管４２と、反応性ガスを導入することのできる反応性ガス導入管４６を備えてい
る。不活性ガス導入管４２は不活性ガス供給源４０に連通しており、反応性ガス導入管４
６は反応性ガス供給源４４に連通している。これら導入管４２、４６は、ガス供給源４０
、４４との間に図示しないマスフローコントローラーおよび各種バルブ等が備えられてい
る。なお、実施例において、不活性ガスはアルゴンであり、反応性ガスは窒素である。ま
た、真空容器３２内の圧力は、圧力計４８によって測定される。
【００５０】
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　真空容器３２の内部には、ターゲット材の表面が露出している二つのターゲット５５、
６５がバッキングプレート５３、６３を介してターゲットホルダー５２、６２に保持され
ている。また、ターゲット５５、６５から放出されたスパッタリング粒子が到達する所定
の位置に、透光性基板１の被成膜面を上に向けて保持するための基板ホルダー３５が設け
られている。基板ホルダー３５は図示しない回転機構と接続しており、スパッタリング中
に透光性基板１の被成膜面が水平面で回転できるように構成されている。
【００５１】
　ターゲット５５およびターゲット６５は、透光性基板１の成膜面に対して斜め上方に備
えられている。ターゲットホルダー５２、６２には、図示しない整合器を介してスパッタ
放電用の電力を印加するＲＦ電源５０、６０が接続している。電源５０、６０により、タ
ーゲット５５、６５に電力が印加され、プラズマが形成されることでスパッタリングが行
われる。
　ターゲットホルダー５２、６２は、絶縁体により真空容器３２から絶縁されている。タ
ーゲットホルダー５２、６２は金属製であり、電力が印加された場合には電極となる。
　ターゲット５５、６５は、基板に形成する薄膜の原料から構成されている。本実施例に
おいて、ターゲット５５、６５はいずれもシリコンターゲットである。
　ターゲットホルダー５２、６２は、真空容器３２内の円筒型の室５６、６６に入れられ
ている。この円筒型の室５６、６６にターゲットホルダー５２、６２が収納されているこ
とにより、一方のターゲット５５、６５を用いてスパッタリングを行っているときに他方
のターゲット６５、５５にスパッタリング粒子が付着することが防止されている。
【００５２】
　次に、位相シフト膜２の具体的な成膜方法を説明する。
【００５３】
（低透過膜の形成：ステップＳ２１）
　まず、枚葉式ＲＦスパッタリング装置３０内の基板ホルダ３５上に形成面を上にして透
光性基板１を設置し、低透過層２１を形成した（ステップＳ２１）。
　低透過層２１は、シリコン（Ｓｉ）ターゲット５５を用いたＲＦスパッタリング法で形
成した。
　スパッタリングガスは、不活性ガスであるアルゴン（Ａｒ）ガスと反応性ガスである窒
素（Ｎ２）ガスの混合ガスを使用した。この条件は、ＲＦスパッタリング装置３０で事前
に、スパッタリングガスにおけるＡｒガスとＮ２ガスとの混合ガス中のＮ２ガスの流量比
と、成膜速度との関係を検証し、メタルモードの領域で安定的に成膜できる流量比等の成
膜条件を選定した。本実施例では、混合ガスの流量比をＡｒ：Ｎ２＝２：３、真空容器３
２内の圧力を０．０３５Ｐａとして成膜を行った。混合ガスの流量は、不活性ガス導入管
４２に備えられたマスフローコントローラーと、反応性ガス導入管４６に備えられたマス
フローコントローラーにより制御した。この状態で、ＲＦ電源５０から２．８ｋＷの電力
をターゲット５５に印加して放電を開始し、透光性基板１上にシリコンおよび窒素からな
る低透過層２１（Ｓｉ：Ｎ＝５９ａｔ％：４１ａｔ％）を１２ｎｍの厚さで形成した。
　別の透光性基板の主表面に対して、同条件で低透過層２１のみを形成し、分光エリプソ
メーター（Ｊ．Ａ．Ｗｏｏｌｌａｍ社製　Ｍ－２０００Ｄ）を用いてこの低透過層２１の
光学特性を測定したところ、波長１９３ｎｍにおける屈折率ｎが１．８５、消衰係数ｋが
１．７０であった。なお、低透過層２１の組成は、Ｘ線光電子分光法（ＸＰＳ）によって
得られた結果である。以下、他の膜に関しても同様である。
【００５４】
（高透過層の形成：ステップＳ２２）
　次に、真空容器３２内のスパッタリングガス条件をポイズンモードに変更し、低透過層
２１の表面に高透過層２２を形成した（ステップＳ２２）。高透過層２２の形成は、低透
過層２１を形成した後に連続して行った。
　高透過層２２は、シリコン（Ｓｉ）ターゲット６５を用いたＲＦスパッタリング法で形
成した。
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　スパッタリングガスは、不活性ガスであるアルゴン（Ａｒ）ガスと反応性ガスである窒
素（Ｎ２）ガスの混合ガスを使用した。この条件は、ＲＦスパッタリング装置３０で事前
にスパッタリングガスにおけるＡｒガスとＮ２ガスとの混合ガス中のＮ２ガスの流量比と
、成膜速度との関係を検証し、ポイズンモードの領域で安定的に成膜できる流量比等の成
膜条件を選定した。本実施例では、混合ガスの流量比をＡｒ：Ｎ２＝１：３、真空容器３
２内の圧力を０．０９０Ｐａとして成膜を行った。混合ガスの流量は、不活性ガス導入管
４２に備えられたマスフローコントローラーと、反応性ガス導入管４６に備えられたマス
フローコントローラーにより制御した。この状態で、ＲＦ電源６０から２．８ｋＷの電力
をターゲット６５に印加して放電を開始し、透光性基板１上にシリコンおよび窒素からな
る高透過層２２（Ｓｉ：Ｎ＝４６ａｔ％：５４ａｔ％）を５５ｎｍの厚さで形成した。
　別の透光性基板の主表面に対して、同条件で高透過層２２のみを形成し、分光エリプソ
メーター（Ｊ．Ａ．Ｗｏｏｌｌａｍ社製　Ｍ－２０００Ｄ）を用いてこの高透過層２２の
光学特性を測定したところ、波長１９３ｎｍにおける屈折率ｎが２．５２、消衰係数ｋが
０．３９であった。
【００５５】
（酸化膜の形成：ステップＳ２３）
　次に、枚葉式ＲＦスパッタリング装置３０とは異なるＲＦスパッタリング装置の真空容
器内に、低透過層２１および高透過層２２が積層された透光性基板１を設置し、二酸化シ
リコン（ＳｉＯ２）ターゲットを用い、アルゴン（Ａｒ）ガス（圧力＝０．０３Ｐａ）を
スパッタリングガスとし、ＲＦ電源の電力を１．５ｋＷとし、ＲＦスパッタリングにより
、高透過層２２上に、シリコンおよび酸素からなる酸化膜２３を４ｎｍの厚さで形成した
。なお、別の透光性基板の主表面に対して、同条件で酸化膜２３のみを形成し、分光エリ
プソメーター（Ｊ．Ａ．Ｗｏｏｌｌａｍ社製　Ｍ－２０００Ｄ）を用いてこの酸化膜２３
の光学特性を測定したところ、波長１９３ｎｍにおける屈折率ｎは１．５６、消衰係数ｋ
は０．００であった。
【００５６】
　以上の手順により、透光性基板１上に、低透過層２１、高透過層２２および酸化膜２３
からなる位相シフト膜２を形成した。この位相シフト膜２に対し、位相シフト量測定装置
（透過率も測定できる）でＡｒＦエキシマレーザーの光の波長（約１９３ｎｍ）における
透過率と位相差を測定したところ、透過率は５．９７％、位相差が１７７．７度であった
。
【００５７】
（遮光膜の形成：ステップＳ３）
　次に、位相シフト膜２の表面に最下層、下層および上層からなる３層構造の遮光膜３を
形成した。
　まず、枚葉式ＤＣスパッタリング装置内に低透過層２１、高透過層２２および酸化膜２
３からなる位相シフト膜２が形成された透光性基板１を設置し、クロム（Ｃｒ）ターゲッ
トを用い、アルゴン（Ａｒ）、二酸化炭素（ＣＯ２）、窒素（Ｎ２）およびヘリウム（Ｈ
ｅ）の混合ガス（流量比　Ａｒ：ＣＯ２：Ｎ２：Ｈｅ＝２２：３９：６：３３、圧力＝０
．２Ｐａ）をスパッタリングガスとし、ＤＣ電源の電力を１．９ｋＷとし、反応性スパッ
タリング（ＤＣスパッタリング）により、酸化膜２３上に、ＣｒＯＣＮからなる遮光膜３
の最下層を３０ｎｍの厚さで形成した。
【００５８】
　次に、同じクロム（Ｃｒ）ターゲットを用い、アルゴン（Ａｒ）および窒素（Ｎ２）の
混合ガス（流量比　Ａｒ：Ｎ２＝８３：１７，圧力＝０．１Ｐａ）をスパッタリングガス
とし、ＤＣ電源の電力を１．４ｋＷとし、反応性スパッタリング（ＤＣスパッタリング）
により、遮光膜３の最下層上に、ＣｒＮからなる遮光膜３の下層を４ｎｍの厚さで形成し
た。
【００５９】
　次に、同じクロム（Ｃｒ）ターゲットを用い、アルゴン（Ａｒ）、二酸化炭素（ＣＯ２
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）、窒素（Ｎ２）およびヘリウム（Ｈｅ）の混合ガス（流量比　Ａｒ：ＣＯ２：Ｎ２：Ｈ
ｅ＝２１：３７：１１：３１，圧力＝０．２Ｐａ）をスパッタリングガスとし、ＤＣ電源
の電力を１．９ｋＷとし、反応性スパッタリング（ＤＣスパッタリング）により、遮光膜
３の下層上に、ＣｒＯＣＮからなる遮光膜３の上層を１４ｎｍの厚さで形成した。以上の
手順により、位相シフト膜２側からＣｒＯＣＮからなる最下層、ＣｒＮからなる下層、Ｃ
ｒＯＣＮからなる上層の３層構造からなるクロム系材料の遮光膜３を合計膜厚４８ｎｍで
形成した。
【００６０】
（エッチングマスク膜の形成：ステップＳ４）
　次に、遮光膜３の表面にエッチングマスク膜４を形成した。
　エッチングマスク膜４は、ＲＦスパッタリング装置内に位相シフト膜２および遮光膜３
が積層された透光性基板１を設置し、二酸化シリコン（ＳｉＯ２）ターゲットを用いてＲ
Ｆスパッタリングで形成された膜である。ＲＦスパッタリングの条件は、スパッタリング
ガスがアルゴン（Ａｒ）ガス（圧力＝０．０３Ｐａ）であり、ＲＦ電源の電力が１．５ｋ
Ｗである。このような条件下で、遮光膜３の上にエッチングマスク膜４を５ｎｍの厚さに
形成した。
【００６１】
　以上の手順により、透光性基板１上に、低透過層２１、高透過層２２および酸化膜２３
からなる３層構造の位相シフト膜２、遮光膜３、エッチングマスク膜４が積層した構造を
備えるマスクブランク１００を製造した。
【００６２】
[位相シフトマスクの製造]
　この実施例１のマスクブランク１００を用い、以下の手順で位相シフトマスク２００を
作成した。
　図４および図５を参照して説明する。図４は、位相シフトマスク２００の製造方法を示
すフローチャートである。図５は、位相シフトマスク２００の製造工程を示す模式的部分
断面図である。
【００６３】
（第一レジスト膜の形成：ステップＳ５）
　まず、エッチングマスク膜４の表面にＨＭＤＳ処理を施した。次いで、スピン塗布法に
よって、エッチングマスク膜４の表面に、電子線描画用化学増幅型レジストからなるレジ
スト膜を膜厚８０ｎｍで形成した。
【００６４】
（位相シフトパターンの形成１　第一レジスト膜の描画露光・現像：ステップＳ６）
　次に、第一レジスト膜に対して位相シフト膜２に形成すべき位相シフトパターン２ａで
ある第一のパターンを電子線描画し、所定の現像処理およびリンス処理を行い、第一のパ
ターンを有する第一のレジストパターン５ａ）を形成した（図５（ａ）参照）。
【００６５】
（位相シフトパターンの形成２　エッチングマスク膜のエッチング：ステップＳ７）
　次に、第一のレジストパターン５ａをマスクとし、ＣＦ４ガスを用いたドライエッチン
グを行い、エッチングマスク膜４に第一のパターン（エッチングマスクパターン４ａ）を
形成した（図５（ｂ）参照）。その後、第一のレジストパターン５ａを除去した。
【００６６】
（位相シフトパターンの形成３　遮光膜のエッチング：ステップＳ８）
　続いて、エッチングマスクパターン４ａをマスクとし、塩素と酸素の混合ガス（ガス流
量比　Ｃｌ２：Ｏ２＝４：１）を用いたドライエッチングを行い、遮光膜３に第一のパタ
ーンを形成（遮光パターン３ａ）した（図５（ｃ）参照）。
【００６７】
（位相シフトパターンの形成４　位相シフト膜のエッチング：ステップＳ９）
　次に、遮光パターン３ａをマスクとし、フッ素系ガス（ＳＦ６＋Ｈｅ）を用いたドライ
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エッチングを行い、低透過層２１、高透過層２２および酸化膜２３からなる位相シフト膜
２に第一のパターン（位相シフトパターン２ａ）を形成し、かつ同時にエッチングマスク
パターン４ａを除去した（図５（ｄ）参照）。
【００６８】
（第二レジスト膜の形成：ステップＳ１０）
　次に、遮光膜パターン４ａ上に、スピン塗布法によって、電子線描画用化学増幅型レジ
ストからなる第二レジスト膜を膜厚１５０ｎｍで形成した。
【００６９】
（遮光パターンの形成　第二レジスト膜の描画露光・現像、遮光膜のエッチング：ステッ
プＳ１１）
　次に、レジスト膜に対して、遮光膜３に形成すべきパターン（遮光パターン）である第
二のパターンを露光描画し、さらに現像処理等の所定の処理を行い、遮光パターンを有す
る第二のレジストパターン６ｂを形成した。
　続いて、第二のレジストパターン６ｂをマスクとして、塩素と酸素の混合ガス（ガス流
量比　Ｃｌ２：Ｏ２＝４：１）を用いたドライエッチングを行い、遮光膜３に第二のパタ
ーン（遮光パターン３ｂ）を形成した（図５（ｅ）参照）。さらに、第二のレジストパタ
ーン６ｂを除去し、洗浄等の所定の処理を経て、位相シフトマスク２００を得た（図５（
ｆ）参照）。
【００７０】
　作製した実施例１のハーフトーン型の位相シフトマスク２００に対してマスク検査装置
によってマスクパターンの検査を行ったところ、設計値から許容範囲内でＤＲＡＭ　ｈｐ
３２ｎｍ世代に対応する微細パターンが形成されていることが確認された。次に、この実
施例１のハーフトーン型位相シフトマスク２００の位相シフトパターン２ａに対して、Ａ
ｒＦエキシマレーザーを積算照射量２０ｋＪ／ｃｍ２で照射する処理を行った。この照射
処理の前後における位相シフトパターン２ａのＣＤ変化量は、２ｎｍ程度であり、位相シ
フトマスクとして使用可能な範囲のＣＤ変化量であった。
【００７１】
　ＡｒＦエキシマレーザーの照射処理を行った後の実施例１のハーフトーン型位相シフト
マスク２００に対し、ＡＩＭＳ１９３（Ｃａｒｌ　Ｚｅｉｓｓ社製）を用いて、波長１９
３ｎｍの露光光で半導体デバイス上のレジスト膜に露光転写したときにおける転写像のシ
ミュレーションを行った。このシミュレーションの露光転写像を検証したところ、設計仕
様を十分に満たしていた。この結果から、ＡｒＦエキシマレーザーが積算照射量２０ｋＪ
／ｃｍ２で照射された後の実施例１の位相シフトマスクを露光装置のマスクステージをセ
ットし、半導体デバイス上のレジスト膜に露光転写したとしても、最終的に半導体デバイ
ス上に形成される回路パターンは高精度で形成できるといえる。
【００７２】
＜実施例２＞
　本実施例のマスクブランク１０１について図６を参照して説明する。図６は、本実施例
のマスクブランク１０１の構成を示す模式的断面図である。
　なお、位相シフト膜２の構成を除くと実施例１と同様であるので重複する説明は省略す
る。
［マスクブランクの製造］
　実施例１と同様の手順で同様の透光性基板１を準備した。
　次に、位相シフト膜２を、枚葉式ＲＦスパッタリング装置３０を用いて形成した。枚葉
式ＲＦスパッタリング装置３０は、実施例１と同じ装置である（図３参照）。
　まず、透光性基板１をＲＦスパッタリング装置３０内の基板ホルダー３５に形成面を上
にして設置した。次いで、実施例１の高透過層２２と同様のポイズンモードの成膜条件で
膜厚１８ｎｍの高透過層２２を形成した。この高透過層２２の光学特性は、実施例１の高
透過層２２と同じく、波長１９３ｎｍにおける屈折率ｎが２．５２、消衰係数ｋが０．３
９であった。
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【００７３】
　次に、実施例１の低透過層２１と同様のメタルモードの成膜条件で、厚さ７ｎｍの低透
過層２１を形成した。低透過層２１の光学特性は、実施例１の低透過層２１と同じく、波
長１９３ｎｍにおける屈折率ｎが１．８５、消衰係数ｋが１．７０であった。
【００７４】
　次に、実施例１の高透過層２２と同様のポイズンモードの成膜条件で、厚さ１８ｎｍの
高透過層２２を成した。この高透過層２２の光学特性は、１層目の高透過層２２と同様で
ある。
【００７５】
　次に、実施例１の低透過層２１と同様のメタルモードの成膜条件で、厚さ７ｎｍの低透
過層２１を成した。この低透過層２１の光学特性は、２層目の低透過層２１と同様である
。
【００７６】
　次に、実施例１の高透過層２２と同様のポイズンモードの条件で、厚さ１８ｎｍのシリ
コン窒化物層を形成した。次いで、最表面にあるシリコン窒化物層に対し、オゾンを用い
た酸化処理を行い、表層に酸化層２３を形成した。
【００７７】
　以上の手順により、透光性基板１上に、高透過層２２、低透過層２１、高透過層２２、
低透過層２１および酸化層２３からなる５層構造の位相シフト膜２を形成した。この位相
シフト膜２の対し、位相シフト量測定装置（透過率も測定できる）でＡｒＦエキシマレー
ザーの光の波長（約１９３ｎｍ）における透過率と位相差を測定したところ、透過率は５
．９１％、位相差が１８１．２度であった。
【００７８】
　次に、実施例１と同様の手順で、位相シフト膜２上に３層構造からなるクロム系材料の
遮光膜３を４８ｎｍの合計膜厚で形成した。続いて、実施例１と同様の手順で、遮光膜３
上に、シリコンおよび酸素からなるエッチングマスク膜４を５ｎｍの厚さで形成した。以
上の手順により、透光性基板１上に、５層構造の位相シフト膜２、遮光膜３、エッチング
マスク膜４、および、レジスト膜５が積層した構造を備える実施例２のマスクブランク１
０１を製造した。
【００７９】
［位相シフトマスクの製造］
　次に、この実施例２のマスクブランク１０１を用い、実施例１と同様の手順で、実施例
２の位相シフトマスク２００を作製した。作製した実施例２のハーフトーン型の位相シフ
トマスク２００に対してマスク検査装置によってマスクパターンの検査を行ったところ、
設計値から許容範囲内で微細パターンが形成されていることが確認された。次に、この実
施例２のハーフトーン型位相シフトマスク２００の位相シフトパターン２ａに対して、Ａ
ｒＦエキシマレーザーを積算照射量２０ｋＪ／ｃｍ２で照射する処理を行った。この照射
処理の前後における位相シフトパターン２ａのＣＤ変化量は、２ｎｍ程度であり、位相シ
フトマスクとして使用可能な範囲のＣＤ変化量であった。
【００８０】
　ＡｒＦエキシマレーザーの照射処理を行った後の実施例２のハーフトーン型位相シフト
マスク２００に対し、ＡＩＭＳ１９３（Ｃａｒｌ　Ｚｅｉｓｓ社製）を用いて、波長１９
３ｎｍの露光光で半導体デバイス上のレジスト膜に露光転写したときにおける転写像のシ
ミュレーションを行った。このシミュレーションの露光転写像を検証したところ、設計仕
様を十分に満たしていた。この結果から、ＡｒＦエキシマレーザーが積算照射量２０ｋＪ
／ｃｍ２で照射された後の実施例２の位相シフトマスクを露光装置のマスクステージをセ
ットし、半導体デバイス上のレジスト膜に露光転写したとしても、最終的に半導体デバイ
ス上に形成される回路パターンは高精度で形成できるといえる。
【００８１】
＜実施例３＞
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　本実施例のマスクブランク１０２について図７を参照して説明する。図７は、本実施例
のマスクブランク１０２の構成を示す模式的断面図である。
　なお、位相シフト膜２、２０の構成を除くと実施例１と同様であるので重複する説明は
省略する。
［マスクブランクの製造］
　実施例１と同様の手順で同様の透光性基板１を準備した。
　次に、位相シフト膜２０を、枚葉式ＲＦスパッタリング装置３０を用いて形成した。枚
葉式ＲＦスパッタリング装置３０は、実施例１と同じ装置である（図３参照）。
　まず、透光性基板１をＲＦスパッタリング装置３０内の基板ホルダー３５に形成面を上
にして設置した。次いで、実施例１の高透過層２２と同様のポイズンモードの成膜条件で
膜厚８ｎｍの高透過層２２を形成した。この高透過層２２の光学特性は、実施例１の高透
過層２２と同じく、波長１９３ｎｍにおける屈折率ｎが２．５２、消衰係数ｋが０．３９
であった。
【００８２】
　次に、実施例１の低透過層２１と同様のメタルモードの成膜条件で、厚さ２．８ｎｍの
低透過層２１を形成した。低透過層２１の光学特性は、実施例１の低透過層２１と同じく
、波長１９３ｎｍにおける屈折率ｎが１．８５、消衰係数ｋが１．７０であった。
　その後、厚さ９ｎｍの高透過層２２と厚さ２．８ｎｍの低透過層２１を交互に成膜し、
合計１０層の積層膜を形成した。
　次に、積層膜の最表面にあるシリコン窒化物層に対し、オゾンを用いた酸化処理を行い
、表層に酸化層２３を形成した。
【００８３】
　以上の手順により、透光性基板１上に、高透過層２２と低透過層２１の積層および酸化
層２３からなる１１層構造の位相シフト膜２０を形成した。この位相シフト膜２０の対し
、位相シフト量測定装置（透過率も測定できる）でＡｒＦエキシマレーザーの光の波長（
約１９３ｎｍ）における透過率と位相差を測定したところ、透過率は６．０５％、位相差
が１７９．２度であった。
【００８４】
　次に、実施例１と同様の手順で、位相シフト膜２０上に３層構造からなるクロム系材料
の遮光膜３を４８ｎｍの合計膜厚で形成した。続いて、実施例１と同様の手順で、遮光膜
３上に、シリコンおよび酸素からなるエッチングマスク膜４を５ｎｍの厚さで形成した。
以上の手順により、透光性基板１上に、１１層構造の位相シフト膜２０、遮光膜３、エッ
チングマスク膜４、および、レジスト膜５が積層した構造を備える実施例３のマスクブラ
ンク１０２を製造した。
【００８５】
［位相シフトマスクの製造］
　次に、この実施例３のマスクブランク１０２を用い、実施例１と同様の手順で、実施例
３の位相シフトマスク２００を作製した。作製した実施例３のハーフトーン型の位相シフ
トマスク２００に対してマスク検査装置によってマスクパターンの検査を行ったところ、
設計値から許容範囲内で微細パターンが形成されていることが確認された。次に、この実
施例３のハーフトーン型位相シフトマスク２００の位相シフトパターン２ａに対して、Ａ
ｒＦエキシマレーザーを積算照射量２０ｋＪ／ｃｍ２で照射する処理を行った。この照射
処理の前後における位相シフトパターン２ａのＣＤ変化量は、２ｎｍ程度であり、位相シ
フトマスクとして使用可能な範囲のＣＤ変化量であった。
【００８６】
　ＡｒＦエキシマレーザーの照射処理を行った後の実施例３のハーフトーン型位相シフト
マスク２００に対し、ＡＩＭＳ１９３（Ｃａｒｌ　Ｚｅｉｓｓ社製）を用いて、波長１９
３ｎｍの露光光で半導体デバイス上のレジスト膜に露光転写したときにおける転写像のシ
ミュレーションを行った。このシミュレーションの露光転写像を検証したところ、設計仕
様を十分に満たしていた。この結果から、ＡｒＦエキシマレーザーが積算照射量２０ｋＪ
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／ｃｍ２で照射された後の実施例３の位相シフトマスクを露光装置のマスクステージをセ
ットし、半導体デバイス上のレジスト膜に露光転写したとしても、最終的に半導体デバイ
ス上に形成される回路パターンは高精度で形成できるといえる。
【００８７】
＜比較例１＞
［マスクブランクの製造］
　実施例１の場合と同様の手順で、主表面の寸法が約１５２ｍｍ×約１５２ｍｍで、厚さ
が約６．３５ｍｍの合成石英ガラスからなる透光性基板を準備した。次に、枚葉式ＤＣス
パッタリング装置内に透光性基板を設置し、モリブデン（Ｍｏ）とシリコン（Ｓｉ）との
混合焼結ターゲット（Ｍｏ：Ｓｉ＝１２ａｔ％：８８ａｔ％）を用い、アルゴン（Ａｒ）
、窒素（Ｎ２）およびヘリウム（Ｈｅ）の混合ガス（流量比　Ａｒ：Ｎ２：Ｈｅ＝８：７
２：１００，圧力＝０．２Ｐａ）をスパッタリングガスとし、反応性スパッタリング（Ｄ
Ｃスパッタリング）により、透光性基板１上に、モリブデン、シリコンおよび窒素からな
る位相シフト膜を６９ｎｍの厚さで形成した。
【００８８】
　次に、透光性基板上の位相シフト膜に対し、大気中での加熱処理を行った。この加熱処
理は、４５０℃で１時間行われた。この加熱処理がおこなわれた後の比較例１の位相シフ
ト膜の対し、位相シフト量測定装置でＡｒＦエキシマレーザーの光の波長（約１９３ｎｍ
）における透過率と位相差を測定したところ、透過率は６．０２％、位相差が１７７．９
度であった。
【００８９】
　次に、実施例１と同様の手順で、位相シフト膜上に３層構造からなるクロム系材料の遮
光膜３を４８ｎｍの合計膜厚で形成した。続いて、実施例１と同様の手順で、遮光膜３上
に、シリコンおよび酸素からなるエッチングマスク膜を５ｎｍの厚さで形成した。以上の
手順により、透光性基板上に、ＭｏＳｉＮからなる位相シフト膜、遮光膜およびエッチン
グマスク膜が積層した構造を備える比較例１のマスクブランクを製造した。
【００９０】
［位相シフトマスクの製造］
　次に、この比較例１のマスクブランクを用い、実施例１と同様の手順で、比較例１の位
相シフトマスクを作製した。作製した比較例１のハーフトーン型の位相シフトマスクに対
してマスク検査装置によってマスクパターンの検査を行ったところ、設計値から許容範囲
内でＤＲＡＭ　ｈｐ３２ｎｍ世代に対応する微細パターンが形成されていることが確認さ
れた。次に、この比較例１のハーフトーン型位相シフトマスクの位相シフトパターンに対
して、ＡｒＦエキシマレーザーを積算照射量２０ｋＪ／ｃｍ２で照射する処理を行った。
この照射処理の前後における位相シフトパターンのＣＤ変化量は、２０ｎｍ以上であり、
位相シフトマスクとして使用可能な範囲を大きく超えるＣＤ変化量であった。
【００９１】
　ＡｒＦエキシマレーザーの照射処理を行った後の比較例１のハーフトーン型位相シフト
マスク２００に対し、ＡＩＭＳ１９３（Ｃａｒｌ　Ｚｅｉｓｓ社製）を用いて、波長１９
３ｎｍの露光光で半導体デバイス上のレジスト膜に露光転写したときにおける転写像のシ
ミュレーションを行った。このシミュレーションの露光転写像を検証したところ、位相シ
フトパターンのＣＤ変化による影響で設計仕様を満たすことはできていなかった。この結
果から、ＡｒＦエキシマレーザーが積算照射量２０ｋＪ／ｃｍ２で照射された後の比較例
２の位相シフトマスクを露光装置のマスクステージをセットし、半導体デバイス上のレジ
スト膜に露光転写した場合、最終的に半導体デバイス上に形成される回路パターンには、
回路パターンの断線や短絡が発生することが予想される。
【００９２】
＜比較例２＞
　透光性基板上に、単層の窒化ケイ素膜からなるハーフトーン型位相シフト膜を成膜する
場合について検討した。
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　透光性基板１、枚葉式ＲＦスパッタリング装置３０については実施例１と同様とした。
　単層の窒化ケイ素膜は、シリコン（Ｓｉ）ターゲット５５を用いたＲＦスパッタリング
法で形成した。
　スパッタリングガスは、不活性ガスであるアルゴン（Ａｒ）ガスと反応性ガスである窒
素（Ｎ２）ガスの混合ガスを使用した。この条件は、ＲＦスパッタリング装置３０で事前
に、スパッタリングガスにおけるＡｒガスとＮ２ガスとの混合ガス中のＮ２ガスの流量比
と、成膜速度との関係を検証した。
　その結果、単層のハーフトーン型位相シフト膜として望ましい消衰係数を有する単層の
窒化ケイ素膜を成膜するためには、スパッタリングターゲットが不安定な「遷移モード」
で成膜する必要があり、安定的に成膜することが出来ないことがわかった。
【００９３】
＜比較例３＞
　１つのターゲットを用いてメタルモードとポイズンモードの膜を交互に成膜する場合に
ついて検討した。その結果、ターゲットのモードが転換する際に生じるパーティクルの影
響で、膜の欠陥が増加することがわかった。
　詳しくは、同一のターゲットを用いて、ポイズンモード成膜（ターゲット表面が反応ガ
スと結合している状態）とメタルモード成膜（ターゲット表面が反応ガスと未結合）を繰
り返すと、ターゲットのモード転換時にパーティクルが発生する。具体的例として、ポイ
ズンモード時に反応ガスと結合したターゲット材がメタルモードに移行する際に剥離して
、それがパーティクルの要因となることがある。
　また、同一のターゲットを用いると、反応ガスを変化させた時に改めてターゲットのコ
ンディショニングを行う必要があることから、コンディショニング時に用いる遮蔽板など
の機械的動作に伴い、パーティクルが発生することがある。
【００９４】
＜参考例１、２＞
　実施例１、２および比較例１において、レジスト膜の膜厚が１００ｎｍより大きい場合
（例えば１５０ｎｍである場合）であって、エッチングマスク膜に形成すべき転写パター
ン（位相シフトパターン）に、例えば、線幅が４０ｎｍのＳＲＡＦ（Sub-Resolution Ass
ist Feature）を設ける場合においては、このパターンに対応するレジストパターンの断
面アスペクト比が大きくなるので、レジスト膜の現像時、リンス時等にレジストパターン
が倒壊や脱離するおそれがある。このため、ＤＲＡＭ　ｈｐ３２ｎｍ世代に対応する微細
パターンの形成は困難である（参考例１）。
　また、実施例１、２および比較例１において、エッチングマスク膜を形成しない場合は
、レジスト膜の膜厚を１００ｎｍ以下とすることは実質的に困難であり（遮光膜をエッチ
ングする際にレジスト膜厚が不足するため）、ＤＲＡＭ　ｈｐ３２ｎｍ世代に対応する微
細パターンの形成は実質的に困難である（参考例２）。
【００９５】
　以上、本発明の具体例を詳細に説明したが、これらは例示に過ぎず、特許請求の範囲を
限定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例を様々
に変形、変更したものが含まれる。
　このような例の一つとして、透光性基板および位相シフト膜の間に形成するエッチング
ストッパ膜が挙げられる。エッチングストッパ膜は、透光性基板および位相シフト膜の両
方にエッチング選択性を有する材料からなる膜である。上記実施例の構成でいえば、クロ
ムを含有する材料、例えば、Ｃｒ、ＣｒＮ、ＣｒＣ、ＣｒＯ、ＣｒＯＮ、ＣｒＣ等がエッ
チングマスク膜に適している。
　本明細書または図面に説明した技術要素は、単独であるいは各種の組合せによって技術
的有用性を発揮するものであり、出願時の請求項記載の組合せに限定されるものではない
。また、本明細書または図面に例示した技術は複数目的を同時に達成し得るものであり、
そのうちの一つの目的を達成すること自体で技術的有用性を持つものである。
【符号の説明】
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【００９６】
１　透光性基板
２　位相シフト膜
２ａ　位相シフトパターン
２１　低透過層
２２　高透過層
２３　酸化層
３　遮光膜
３ａ、３ｂ　遮光パターン
４　エッチングマスク膜
４ａ　エッチングマスクパターン
５ａ　第一のレジストパターン
６ｂ　第二のレジストパターン
３０　枚葉式ＲＦスパッタリング装置
３２　真空容器
３５　基板ホルダー
３６　真空ポンプ
４０　不活性ガス供給源
４４　反応性ガス供給源
４８　圧力計
５０、６０　ＲＦ電源
５２、６２　ターゲットホルダー
５３、６３　バッキングプレート
５５、６５　ターゲット
１００、１０１、１０２　マスクブランク
２００　転写用マスク
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